














現 行 改 訂 （案） 備 考 

2.3 作用等 

作用は，設計の対象とする施設が置かれる状況を十分考慮して設定する必要があり，複数の

作用が同時に働く場合は，構造物や部材の状態が最も厳しくなる状態について考慮する必要が

ある．また，その際，当該施設において考慮すべき作用の再現期間等の特性や設計供用期間を

考慮する必要がある． 

【解 説】 

（１）作用は，その大きさの時間的変動および社会的に対応すべきリスク等に応じて，以下に示

す，永続作用，変動作用，偶発作用に区分することができる．空港土木施設において，設計

供用期間中に想定される主な作用は表－2.3.1 に示すとおりであり，各施設がおかれる状況や

環境によっては，これ以外の作用も考慮する必要がある． 

 

表－2.3.1 主な作用の分類 

 作 用 

永続作用 自重，土圧，腐食・凍結融解や温度変化等の環境作用 等 

変動作用 航空機・車両等による載荷重，レベル１地震動，水圧，変動波浪 等 

偶発作用 レベル２地震動，偶発波浪，津波 等 

 

（２）複数の作用が同時に働く場合には，状態として永続状態，変動状態，偶発状態といった設

計状態を設定する．なお，必要に応じて施工時の作用も適切に考慮する． 

（３）地震動の影響（レベル１地震動，レベル２地震動）については，参考とする基準類により

考え方が異なる場合があるため，対象とする施設に応じて適切に設定する必要がある. 

 

2.3.1 航空機，車両による載荷重 

2.3.1.1 載荷重の種類 

考慮すべき載荷重は，航空機，トーイングトラクター，自動車および大型消防車等の車両等

であり，これら載荷重の特性値は，2.3.1.1-1「航空機荷重」～2.3.1.1-4「大型消防車荷重」

に示す値を用いることができる． 

【解 説】 

（１）地中に埋設される構造物に対する載荷重としては，地中の荷重分散を考慮して設定する必

要があり，地下構造物の土被りが 1m 以上の場合は，ボストンコード法に従い 45°で荷重分散

するものと考えることができる．なお，1m 未満の場合は，弾性解析等適切な方法によって

2.3 作用等 

作用は，設計の対象とする施設が置かれる状況を十分考慮して設定する必要があり，複数の

作用が同時に働く場合は，構造物や部材の状態が最も厳しくなる状態について考慮する必要が

ある．また，その際，当該施設において考慮すべき作用の再現期間等の特性や設計供用期間を

考慮する必要がある． 

【解 説】 

（１）作用は，その大きさの時間的変動および社会的に対応すべきリスク等に応じて，以下に示

す，永続作用，変動作用，偶発作用に区分することができる．空港土木施設において，設計

供用期間中に想定される主な作用は表－2.3.1 に示すとおりであり，各施設がおかれる状況や

環境によっては，これ以外の作用も考慮する必要がある． 

 

表－2.3.1 主な作用の分類 

 作 用 

永続作用 自重，土圧，腐食・凍結融解や温度変化等の環境作用 等 

変動作用 航空機・車両等による載荷重，レベル１地震動，水圧，変動波浪 等 

偶発作用 レベル２地震動，偶発波浪，津波 等 

 

（２）複数の作用が同時に働く場合には，状態として永続状態，変動状態，偶発状態といった設

計状態を設定する．なお，必要に応じて施工時の作用も適切に考慮する． 

（３）地震動の影響（レベル１地震動，レベル２地震動）については，参考とする基準類により

考え方が異なる場合があるため，対象とする施設に応じて適切に設定する必要がある. 

 

2.3.1 航空機，車両 

2.3.1.1 設計対象機材および載荷重 

載荷重として考慮すべき対象は，航空機，トーイングトラクター，自動車および大型消防車

の車両等であり，これら設計対象機材の車輪の配置等の諸元や設計対象機材による載荷重は，

2.3.1.1-1「航空機」～2.3.1.1-4「大型消防車」により適切に設定するものとする． 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準との整合を図る． 

設計対象機材についても記述．

 

 

 

 

地中応力の算出方法については

「2.3.1.1-1 航空機｣の項で記述．
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

判断することが望ましい．弾性解析としては，「多層弾性理論による舗装構造解析入門」４）

を参考とすることができる．また，車輪配置によって応力が大きく変化する場合があるため，

余裕を考慮することが望ましい． 

（２）コンクリートスラブ等，荷重分散効果の高い構造下に埋設される場合は，その効果を考慮

することができる． 

（３）図－2.3.1 の場合，鉛直方向地中応力は，式(2.3.1)に示すとおりである． 

P  v  l＝
応力の分布面積

影響荷重
 

  ＝
)＋)(＋( hｗh

ＷＮ

22

  ···················································· (2.3.1） 

Pvl ：鉛直方向地中応力（kN/m2） ℓ ：タイヤの接地長（m） 

N ：影響車輪数（個）     w ：タイヤの接地幅（m） 

W ：輪荷重（kN） h ：土被り（m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3.1 地中応力の分散 

なお，式(2.3.1)により求まる値は，影響車輪数が増加するごとに図－2.3.2 のように増減を

繰り返し，土被りと応力が必ずしも比例しない．したがって，計算値をそのまま採用するこ

とは危険となる場合があるため，一般に計算値を包絡する曲線を想定し，修正値を求めてい

る． 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ボストンコード法による算出方

法は，付録に記述するため削除．

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 / 39



現 行 改 訂 （案） 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3.2 修正地中応力曲線 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）○内の数字は影響車輪数を示す． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

2.3.1.1-1 航空機荷重 

（１）航空機荷重は，表－2.3.2 に示す値を用いることができる．また，航空機荷重により地

下構造物に作用する鉛直方向地中応力は，表－2.3.3 に示す値を用いることができる． 

 

表－2.3.2 航空機荷重 

区分 車輪の配置 
総質量 

(t) 

脚荷重 

(kN) 

接地圧 

(N/mm2) 

接地幅 

 (mm) 

接地長 

(mm) 

LAK－ 0 
 

570  1573 1.50 347 503 

LAK－ 1 

 

400  910 1.38 337 490 

 300  1396 1.48 329 478 

LAK－ 12 
 

170  773 1.28 322 468 

LAK－ 2 
 

 70  314 1.27 292 423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.1-1 航空機 

（１）当該空港に現在就航している航空機や就航を予定している航空機および就航が予想され

る航空機を考慮し設計対象機材を適切に選定する．また，航空機荷重により地下構造物に

作用する鉛直方向地中応力は，弾性解析等の適切な方法により算出することができる． 

（２）各路線に就航している主要航空機の車輪の配置や脚荷重等の諸元を付録－１に示してい

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他記述との整合を図る． 

算定方法の自由度を高めること

から航空機荷重の区分を廃止．

航空機荷重の諸元表は，現在就

航している航空機を追加し，付

録－１に記載． 

鉛直方向地中応力表は削除． 
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表－2.3.3 航空機荷重による鉛直方向地中応力 

（単位：kN/m2） 

区分 

(質量) 

土 

被り(m) 

LAK－0 LAK－1 LAK－12 LAK－2 

（570 t) (400 t) (300 t) (170 t) (70 t) 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

6.5 

7.0 

8.0 

9.0 

10.0 

230.8 

142.2 

100.0 

80.5 

69.8 

59.2 

49.2 

42.4 

37.5 

33.9 

31.1 

29.0 

25.2 

19.4 

15.4 

12.6 

 150.5 

 111.3 

86.3 

70.1 

56.4 

45.3 

37.5 

31.9 

28.0 

25.5 

23.5 

19.6 

17.7 

13.7 

10.8 

10.0  

 174.9 

 125.6 

75.2 

50.1 

34.4 

26.4 

20.0 

19.2 

18.4 

17.6 

17.3 

15.7 

13.1 

10.2 

10.0 

10.0  

145.8 

73.6 

53.5 

39.7 

28.9 

21.6 

16.7 

13.7 

12.8 

11.8 

10.8 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

58.8 

35.8 

26.0 

20.1 

15.7 

11.8 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

 

（２）航空機荷重により地下構造物側面に作用する水平方向地中応力は，式(2.3.2)により算出

することができる． 

P h l＝P  v  l × K 0··················································································· (2.3.2） 

Phl ：水平方向地中応力(kN/m2） 

Pvl ：鉛直方向地中応力（kN/m2） 

K0 ：静止土圧係数(標準 0.5） 
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【解 説】 

（１）車輪の配置形式は，区分 LAK－0 で A380－800，LAK－1 で B747－400 および B777－300，

LAK－12 で A300－600，LAK－2 で B737－400 を想定している．  

（２）地下構造物は，空港の将来計画等により就航が予想される機材等を考慮して表－2.3.2 の航

空機荷重区分を適用することができる．ただし，地形条件その他の制約から将来とも滑走路

の延長の可能性が極めて小さく，将来とも現在就航しているまたは就航を予定している航空

機の最大荷重を超える航空機を就航させない方針の空港や，空港の拡張等から滑走路等の配

置を修正する計画のある空港においては，現在就航しているまたは就航を予定している航空

機の最大荷重を設計荷重の対象とすることができる．また，将来の改修が容易な地下構造物

および地表構造物に対する設計荷重としては，現在就航しているまたは就航を予定している

航空機の最大荷重を対象とすることもできる．なお，土被り 4m 未満においては衝撃荷重等

を考え，鉛直方向地中応力を 30%程度割増しすることが望ましい．（「道路土工 カルバート

工指針」５）P.63） 

（３）LAK－1 の航空機荷重は，航空機の車輪の配置形式により航空機荷重が小さくても地中応

力が大きくなることがある．このため，表－2.3.3 において   で囲んだ部分については大

きい方の値を用いる必要がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

（１）地下構造物に対する載荷重は，地中の荷重分散を考慮して設定する必要がある． 

（２）コンクリートスラブ等，荷重分散効果の高い構造下に構造物が埋設される場合は，その効

果を考慮することができる． 

（３）航空機荷重により地下構造物に作用する鉛直方向地中応力は，弾性解析やボストンコード

法等の適切な方法によって算出することができる。 

土被り 2m 未満の地下構造物の鉛直方向地中応力は，弾性解析等適切な方法によって検討

する必要がある． 

弾性解析の実施にあたっては，「多層弾性理論による舗装構造解析入門」４）を参考とする

ことができる．また，地下構造物が存在する場合等の応力増加を反映するため，余裕を考慮

することが望ましい． 

なお、鉛直方向地中応力の算出方法の例を付録－２に示している．また，土被り 4m 未満

の地下構造物においては衝撃荷重等を考え，鉛直方向地中応力を 30%程度割増しすることが

望ましい．（「道路土工 カルバート工指針」５）P.63） 

（４）航空機荷重により地下構造物に作用する鉛直方向地中応力は、選定した機材ごとに設計す

る地下構造物の土被りに応じた鉛直方向地中応力を算出することとする。 

算出手法の特性を考慮したうえで、算出値を比較し最大値等の適切な値を設定する必要が

ある。 

（５）航空機荷重により地下構造物側面に作用する水平方向地中応力は，式(2.3.1)により算出す

ることができる． 

P h l＝P  v  l × K 0 ··················································································· (2.3.1） 

Phl ：水平方向地中応力(kN/m2） 

Pvl ：鉛直方向地中応力（kN/m2） 

K0 ：静止土圧係数(標準 0.5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉛直方向地中応力の算出の考え

方について記述． 
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2.3.1.1-2 トーイングトラクター荷重 

（１）トーイングトラクター荷重は，表－2.3.4 に示す値を用いることができる． 

表－2.3.4 トーイングトラクター荷重 

区  分 車 輪 の 配 置 
総 質 量 

(t) 

輪 荷 重 

(kN) 

接 地 圧 

(N/mm2) 

接 地 幅 

(mm) 

接 地 長 

(mm) 

LTK－ 1 
 

50 123 0.88 400 350 

LTK－12 

 

25  62 0.69 350 260 

LTK－ 2 

 

16  39 0.86 300 150 

 

 

 

（２）トーイングトラクター荷重により地下構造物に作用する鉛直方向地中応力は，図－2.3.2

に示す方法により算出した表－2.3.5 に示す値を用いることができる．なお，表－2.3.5 は，

土被り 4m 未満で衝撃荷重を考慮し，鉛直方向地中応力を 30%割り増した値を示している．

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.63） 

表－2.3.5 トーイングトラクター荷重による鉛直方向地中応力 

             （単位：kN/m2） 

土被り（m） LTK－1 LTK－12 LTK－2 

1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 

5.0以上 

69.6 
54.9 
33.3 
22.6 
15.7 
11.8 
10.0 
10.0 
10.0 

  38.2  
29.4 
17.7 
11.8 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 

 42.2  
19.6 
11.8 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 

（３）トーイングトラクター荷重により地下構造物側面に作用する水平方向地中応力の算出

は，一般的に航空機荷重の場合と同様の方法で求めることができる． 

2.3.1.1-2 トーイングトラクター 

（１）トーイングトラクター荷重の諸元は，表－2.3.2 に示す値を用いることができる． 

表－2.3.2 トーイングトラクター荷重の諸元 

区  分 車 輪 の 配 置 
総 質 量 

(t) 

輪 荷 重 

(kN) 

接 地 圧 

(N/mm2) 

接 地 幅 

(mm) 

接 地 長 

(mm) 

LTK－ 0

 

70 172 0.55 460 680 

LTK－ 1
 

50 123 0.88 400 350 

LTK－12 25  62 0.69 350 260 

LTK－ 2 16  39 0.86 300 150 

 

（２）トーイングトラクター荷重により地下構造物に作用する鉛直方向地中応力は，ボストン

コード法により算出した表－2.3.3 に示す値を用いることができる．なお，表－2.3.3 は，

土被り 4m 未満で衝撃荷重を考慮し，鉛直方向地中応力を 30%割り増した値を示している．

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.63） 

表－2.3.3 トーイングトラクター荷重による鉛直方向地中応力 

                         （単位：kN/m2） 

土被り（m） LTK－0 LTK－1 LTK－12 LTK－2 

1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
4.0 
4.5 

5.0以上 

76 
60 
43 
29 
21 
16 
13 
10 
10 

70 
55 
34 
23 
16 
12 
10 
10 
10 

  39 
30 
18 
12 
10 
10 
10 
10 
10 

 43 
20 
12 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

 

（３）トーイングトラクター荷重により地下構造物側面に作用する水平方向地中応力の算出

は，一般的に航空機荷重の場合と同様の方法で求めることができる． 

他記述との整合を図る． 

語句の追加．表番の修正． 

表番の修正．語句の追加． 

 

総質量 70t 区分のトーイングト

ラクター諸元を追加． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

語句の修正． 

表番の修正． 

 

表番の修正． 

 

総質量 70t 区分のトーイングト

ラクターの鉛直方向地中応力を

追加． 

鉛直方向地中応力の値を小数点

以下一位切り上げ整数止めに変

更． 

 

 

 

 

 

 

4,500

2,
5
55

4,500

2
,
5
5
5

13 / 39



現 行 改 訂 （案） 備 考 

【解 説】 

（１）表－2.3.4 のトーイングトラクター荷重の区分は，当面使用される予定のトーイングトラク

ターの機種に合わせて選定することを基本としている．これは，GSE 車両通行帯等では将来

より大きな荷重の車両が導入されたとしても補強工事等が比較的容易であるためである．た

だし，十分な検討を行って将来荷重を採用することもできる． 

 

（２）表－2.3.5 の値は，トーイングトラクター1 台によるものであり，複数のトーイングトラク

ター荷重が作用する場合には，別途検討する必要がある．なお，鉛直方向地中応力は，トー

イングトラクターの車輪の配置の違いから，深さによっては荷重の小さいものの方が大きな

応力となる場合があり，表－2.3.5 において   で囲んだ部分の応力は大きい方を用いる必

要がある． 

 

2.3.1.1-3 自動車荷重 

自動車荷重は，表－2.3.6 に示す値を用いることができる． 

 

表－2.3.6 自動車荷重 

区 分 車 輪 の 配 置 
総 質 量 

(t) 

輪 荷 重 

(kN) 

接 地 圧 

(N/mm2) 

接 地 幅 

(mm) 

接 地 長 

(mm) 

自動車 

荷 重 

 

 

 

25 100 1.0 500 200 

 

【解 説】 

（１）自動車荷重により地下構造物に作用する鉛直方向地中応力は，自動車荷重により生じる活

荷重を「道路土工 カルバート工指針」５）に示される手法を用いて算出することができる．

（２）自動車荷重により構造物側面に作用する水平方向地中応力は，航空機荷重の場合と同様の

方法により算出することができる． 

（３）自動車荷重を使用して設計を行う場合には，大型消防車の通行等を考慮し，十分に検討す

る必要がある． 

 

 

 

【解 説】 

（１）表－2.3.2 のトーイングトラクター荷重は，当面使用される予定のトーイングトラクターの

機種に合わせて選定することを基本としている．これは，GSE 車両通行帯等では将来より大

きな荷重の車両が導入されたとしても補強工事等が比較的容易であるためである．ただし，

構造物の補強工事等が空港に大きな影響を及ぼすと考える場合や施設機能の代替等が困難な

場合等を勘案して，将来想定される荷重を設計荷重として選択する方が望ましいと判断され

れば十分な検討を行って将来荷重を採用することもできる． 

（２）表－2.3.3 の値は，トーイングトラクター1 台によるものであり，複数のトーイングトラク

ター荷重が作用する場合には，別途検討する必要がある．なお，鉛直方向地中応力は，トー

イングトラクターの車輪の配置の違いから，深さによっては荷重の小さいものの方が大きな

応力となる場合があり，表－2.3.3 において   で囲んだ部分の応力は大きい方を用いる必

要がある． 

 

2.3.1.1-3 自動車 

自動車荷重の諸元は，表－2.3.4 に示す値を用いることができる． 

 

表－2.3.4 自動車荷重の諸元 

区 分 車 輪 の 配 置 
総 質 量 

(t) 

輪 荷 重 

(kN) 

接 地 圧 

(N/mm2) 

接 地 幅 

(mm) 

接 地 長 

(mm) 

自動車

荷 重

 

 

 

25 100 1.0 500 200 

 

【解 説】 

（１）自動車荷重により地下構造物に作用する鉛直方向地中応力は，自動車荷重により生じる活

荷重を「道路土工 カルバート工指針」５）に示される手法を用いて算出することができる． 

（２）自動車荷重により構造物側面に作用する水平方向地中応力は，航空機荷重の場合と同様の

方法により算出することができる． 

（３）自動車荷重を使用して設計を行う場合には，大型消防車の通行等を考慮し，十分に検討す

る必要がある． 

 

 

 

 

表番の修正．語句の削除． 

 

記述の明確化． 

 

表番の修正． 

 

表番の修正． 

 

他記述との整合を図る． 

語句の追加．表番の修正． 

 

表番の修正．語句の追加． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

2.3.1.1-4 大型消防車荷重 

大型消防車荷重は，表－2.3.7 に示す値を用いることができる． 

 

表－2.3.7 大型消防車荷重 

区 分 車 輪 の 配 置 
総 質 量 

(t) 

輪 荷 重 

(kN) 

接 地 圧 

(N/mm2) 

接 地 幅 

(mm) 

接 地 長 

(mm) 

LF－1 

 

44.1 72.7 0.45 360 450 

LF－2 

 

39.5 65.9 0.43 365 420 

 

【解 説】 

（１）大型消防車荷重により地下構造物に作用する鉛直方向地中応力は，大型消防車の活荷重を

「道路土工 カルバート工指針」５）に示される手法を用いて算出することができる． 

（２）大型消防車荷重により構造物側面に作用する水平方向地中応力の算出は，航空機荷重の場

合と同様の方法で行うことができる． 

（３）表－2.3.7 の大型消防車荷重は，自動車荷重より鉛直方向地中応力が大きくなる 2 つのタイ

プに分類される．LF－1 は大型消防車の 12,500ℓ クラス，LF－2 は，8,500ℓ クラスを示して

いる．なお，4,500ℓ クラスの消防車は自動車荷重より鉛直地中応力が小さくなるので対象と

していない．また，その他の大型消防車荷重を使用する場合は，自動車荷重との比較を行い，

鉛直方向地中応力が大きい方を採用することができる． 

（４）大型消防車荷重を考慮して設計を行う地下構造物は，日常の消防訓練の際に消防自動車が

走行する経路の下に設置される地下構造物である．ただし，それ以外の区域に設置される地

下構造物についても，非常時を想定し，大型消防車荷重の一時的な作用を採用して 2.3.1.2

「載荷重の選択」の考え方に準拠して，許容応力度の割増し，安全率の低減等の方法により

性能照査を行うことができる． 

 

 

 

 

 

2.3.1.1-4 大型消防車 

大型消防車荷重の諸元は，表－2.3.5 に示す値を用いることができる． 

 

表－2.3.5 大型消防車荷重の諸元 

区 分 車 輪 の 配 置 
総 質 量 

(t) 

輪 荷 重 

(kN) 

接 地 圧 

(N/mm2) 

接 地 幅 

(mm) 

接 地 長 

(mm) 

LF－1 44.1 72.7 0.45 360 450 

LF－2 39.5 65.9 0.43 365 420 

 

【解 説】 

（１）大型消防車荷重により地下構造物に作用する鉛直方向地中応力は，大型消防車の活荷重を

「道路土工 カルバート工指針」５）に示される手法を用いて算出することができる． 

（２）大型消防車荷重により構造物側面に作用する水平方向地中応力の算出は，航空機荷重の場

合と同様の方法で行うことができる． 

（３）表－2.3.5 の大型消防車荷重は，自動車荷重より鉛直方向地中応力が大きくなる 2 つのタイ

プに分類される．LF－1 は大型消防車の 12,500ℓクラス，LF－2 は，8,500ℓクラスを示してい

る．なお，4,500ℓ クラスの消防車は自動車荷重より鉛直方向地中応力が小さくなるので対象

としていない．また，その他の大型消防車荷重を使用する場合は，自動車荷重との比較を行

い，鉛直方向地中応力が大きい方を採用することができる． 

（４）大型消防車荷重を考慮して設計を行う地下構造物は，日常の消防訓練の際に消防自動車が

走行する経路の下に設置される地下構造物である．ただし，それ以外の区域に設置される地

下構造物についても，非常時を想定し，大型消防車荷重の一時的な作用を採用して 2.3.1.2

「載荷重の選択」の考え方に準拠して，許容応力度の割増し，安全率の低減等の方法により

性能照査を行うことができる． 

 

 

 

 

 

他基準との整合を図る． 

語句の追加．表番の修正． 

 

表番の修正．語句の追加． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表番の修正． 

他記述との整合を図る． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

2.3.1.2 載荷重の選択 

2.3.1.2-1 着陸帯および誘導路帯周辺の構造物 

（１）着陸帯および誘導路帯周辺に設置される構造物で対象とする載荷重は，同構造物の性格

および設置位置に応じて図－2.3.3 に従い設定することができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3.3 構造物の種類，設置位置別載荷重 

 

（２）W，W ’，自動車荷重等は，それぞれ次のとおりである． 

W ：航空機荷重 

W ’ ：航空機荷重（航空機荷重を一時荷重とみなす範囲） 

自動車荷重等：自動車荷重および大型消防車荷重 

（３）構造物の種類はそれぞれ次のとおりである． 

ケース 1：地下道・共同溝等，航空機の逸脱により構造物が破壊または損傷し，人命

に危害が生じる恐れが大きい構造物，あるいは，給油管，ライフライン等，

空港の機能上の被害が甚大となるような構造物 

ケース 2：マンホールや貯水槽等，航空機の逸脱により構造物が破壊または損傷して

も，その施設の機能を代替できる等，空港機能に大きな影響を及ぼさない

構造物 

ケース 3：ハンドホール等，航空機の逸脱により構造物が破壊または損傷しても，空

港機能への影響が小さい構造物 

（４）C，E ブロックの範囲は，航空機荷重が滑走路または誘導路のショルダー端から土中に

45°の角度で分散するものとして，一般に滑走路幅または誘導路幅にそれぞれの両側のシ

ョルダー幅と構造物の土被りを加えた長さ以上としている． 

2.3.1.2 載荷重の選択 

2.3.1.2-1 着陸帯および誘導路帯周辺の構造物 

（１）着陸帯および誘導路帯周辺に設置される構造物で対象とする載荷重は，同構造物の性格

および設置位置に応じて図－2.3.1 に従い設定することができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3.1 構造物の種類，設置位置別載荷重 

 

（２）W，W ’，自動車荷重等は，それぞれ次のとおりである． 

W ：航空機荷重 

W ’ ：航空機荷重（航空機荷重を一時荷重とみなす範囲） 

自動車荷重等：自動車荷重および大型消防車荷重 

（３）構造物の種類はそれぞれ次のとおりである． 

ケース 1：地下道・共同溝等，航空機が逸脱した場合，構造物が破壊または損傷する

ことにより，航空機の損傷や人命に危害が生じる恐れが大きい構造物，あ

るいは，給油管，ライフライン等，航空機の逸脱による構造物の破壊等が

空港の機能上に甚大な被害を与えるような構造物 
ケース 2：マンホールや貯水槽等，航空機が逸脱した場合，構造物の破壊等が航空機

に大きな損傷を及ぼさず，また，その施設の機能を代替できる等，他の箇

所または空港機能に大きな影響を及ぼさない構造物 

ケース 3：ハンドホール等，航空機が逸脱した場合，構造物の破壊等が航空機に損傷

を及ぼさず，また，その空港機能への影響が小さい構造物 

（４）C，E ブロックの範囲は，航空機荷重が滑走路または誘導路のショルダー端から土中に

45°の角度で分散するものとして，一般に滑走路幅または誘導路幅にそれぞれの両側のシ

ョルダー幅と構造物の土被りを加えた長さ以上としている． 

 

 

 

図番の修正． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番の修正． 

 

 

 

 

 

 

記述の明確化． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誘導路帯のうち開渠を 誘導路帯のうち開渠を
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

【解 説】 

（１）ケース 2 の荷重は，非計器用の着陸帯として必要な最小の区域外にまで航空機が逸走する

確率は少なく，かつ，そこに達するまでには航空機の脚が折れ，胴体でスライディングして

いる例が多いということ，また，たとえ破壊・損傷しても滑走路の閉鎖を伴わない修復作業

となる可能性が高いことから，ケース 1 と比較して載荷重を小さくしている．なお，この場

合，次の条件が満たされる構造物である必要がある． 

１）万一破壊・損傷しても修復が完了するまでの間，空港機能に大きな影響が生じないもの．

２）滑走路の閉鎖を伴わず修復工事が可能であることを確認できるもの． 

（２）航空機荷重・自動車荷重等は 2.3.1.1-1「航空機荷重」～2.3.1.1-4「大型消防車荷重」に

示している． 

（３）貯水槽は精密進入を行わない（非計器用）着陸帯の区域外で，かつ滑走路にできるだけ近

い適切な位置に設けることが望ましく，その場合，設計荷重は自動車荷重等とすることがで

きる．また，誘導路帯のうち開渠があってはならない部分の B ブロックは，高速脱出誘導路

帯を除き自動車荷重等とすることができる． 

（４）皿型排水溝の設計荷重は，一般には無載荷とするが，保安道路と兼用するような場合は自

動車荷重等とすることができる． 

（５）図－2.3.3 の W，W’，自動車荷重等の範囲は，構造物の施工目地・人孔等の関係で荷重条

件が安全側になる方向に拡げることができる．また，B ブロックの W’区域は，ブロック区間

が短い場合，施工性も考慮して W 区域とすることができる． 

（６）航空機が滑走路や誘導路を逸脱し着陸帯や誘導路帯を逸走することや自動車が場周道路，

保安道路等以外の芝部などを走行することは，まれな事例として考えられることから，その

時の載荷重は「コンクリート標準示方書（構造性能照査編）」６）に示されている一時的荷重

とみなし，コンクリート，鉄筋およびとう性管については許容応力度等の割増しを，また剛

性管については安全率の低減を行うことができる．なお，コンクリート，鉄筋およびとう性

管の許容応力度の割り増しについては，第１編 2.4「材料および許容応力度」に，剛性管に

おける安全率の低減については，第２編 1.3「管渠（剛性管）」に示している． 

（７）過走帯下の地下構造物に対する設計荷重は，将来における滑走路の延長，航空機荷重のオ

ーバーランやアンダーシュート時における安全性などを考慮して滑走路に準じて設定するこ

とができる． 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

（１）ケース 2 の荷重は，非計器用の着陸帯として必要な最小の区域外にまで航空機が逸走する

確率は少なく，かつ，そこに達するまでには航空機の脚が折れ，胴体でスライディングして

いる例が多いということ，また，たとえ破壊・損傷しても滑走路の閉鎖を伴わない修復作業

となる可能性が高いことから，ケース 1 と比較して載荷重を小さくしている．なお，この場

合，次の条件が満たされる構造物である必要がある． 

１）万一破壊・損傷しても修復が完了するまでの間，空港機能に大きな影響が生じないもの． 

２）滑走路の閉鎖を伴わず修復工事が可能であることを確認できるもの． 

（２）航空機荷重・自動車荷重等は 2.3.1.1-1「航空機」～2.3.1.1-4「大型消防車」に示してい

る． 

（３）貯水槽は精密進入を行わない（非計器用）着陸帯の区域外で，かつ滑走路にできるだけ近

い適切な位置に設けることが望ましく，その場合，設計荷重は自動車荷重等とすることがで

きる．また，誘導路帯のうち開渠があってはならない部分の B ブロックは，高速脱出誘導路

帯を除き自動車荷重等とすることができる． 

（４）皿型排水溝の設計荷重は，一般には無載荷とするが，保安道路と兼用するような場合は自

動車荷重等とすることができる． 

（５）図－2.3.1 の W，W’，自動車荷重等の範囲は，構造物の施工目地・人孔等の関係で荷重条

件が安全側になる方向に拡げることができる．また，B ブロックの W’区域は，ブロック区間

が短い場合，施工性も考慮して W 区域とすることができる． 

（６）航空機が滑走路や誘導路を逸脱し着陸帯や誘導路帯を逸走することや自動車が場周道路，

保安道路等以外の芝部などを走行することは，まれな事例として考えられることから，その

時の載荷重は「コンクリート標準示方書（構造性能照査編）」６）に示されている一時的荷重

とみなし，コンクリート，鉄筋およびとう性管については許容応力度等の割増しを，また剛

性管については安全率の低減を行うことができる．なお，コンクリート，鉄筋およびとう性

管の許容応力度の割り増しについては，第１編 2.4「材料および許容応力度」に，剛性管に

おける安全率の低減については，第２編 1.3「管渠（剛性管）」に示している． 

（７）過走帯下の地下構造物に対する設計荷重は，将来における滑走路の延長，航空機荷重のオ

ーバーランやアンダーシュート時における安全性などを考慮して滑走路に準じて設定するこ

とができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他記述との整合を図る． 

 

 

 

 

 

 

図番の修正． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 / 39



現 行 改 訂 （案） 備 考 

2.3.1.2-2 エプロンおよび GSE 車両通行帯の構造物 

（１）エプロンに設置される表面排水溝およびマンホール等の構造物（以下地表構造物）の設

計活荷重は，現在就航または予定している最大荷重の航空機荷重とし，エプロンの舗装下

に埋設される構造物の設計活荷重は，空港の将来計画等より就航が予想される最大の航空

機荷重を用いることができる．ただし，エプロン誘導路部分およびその周辺は，誘導路帯

に準じることができる． 

（２）GSE 車両通行帯等に設置される構造物の設計活荷重は，トーイングトラクター荷重また

は自動車荷重等のうち大きい方の荷重を用いることができる． 

【解 説】 

（１）航空機荷重，トーイングトラクター荷重，自動車荷重等は，2.3.1.1-1「航空機荷重」～

2.3.1.1-4「大型消防車荷重」に示している． 

（２）エプロンの舗装下に埋設される地下構造物は，2.3.1.2-1「着陸帯および誘導路帯周辺の構

造物」の構造物の種類区分ケース 1 の施設を対象としているが，それ以外の施設であっても，

構造物の修復工事が空港の運用に大きな影響を及ぼすと考える場合，あるいはその施設機能

の代替等が困難な場合は同様に取扱うことができる． 

 

（３）GSE 車両通行帯等で地下構造物の設計荷重として，現有のトーイングトラクター荷重を採

用しているのは，GSE 車両通行帯等は将来更に大きな荷重を有する GSE 車両が導入された

としても構造物の補強工事等が比較的容易なためである．しかし，構造物の補強工事が空港

運用に大きな影響を及ぼすと考えられる場合あるいはその施設機能の代替等に困難がある場

合には十分な検討のうえ，将来荷重を採用することができる． 

 

2.3.1.2-3 道路および駐車場の構造物 

道路および駐車場に設置される構造物の設計活荷重は，自動車荷重とする． 

【解 説】 

（１）大型消防車の配置される空港の消防車通行区域の設計活荷重は，大型消防車荷重とする．

大型消防車荷重は 2.3.1.1-4「大型消防車荷重」を参照することができる． 

 

2.3.1.2-4 その他区域の構造物 

その他の区域に設置される構造物の設計活荷重は，自動車荷重とする．ただし，明らかに荷

重が作用しない場合は，無載荷とすることができる． 

 

 

2.3.1.2-2 エプロンおよび GSE 車両通行帯の構造物 

（１）エプロンに設置される表面排水溝およびマンホール等の構造物（以下地表構造物）の設

計活荷重は，現在就航または就航を予定している航空機を設計対象機材とし，エプロンの

舗装下に埋設される構造物の設計活荷重は，就航が予想される航空機を設計対象機材とす

ることができる．ただし，エプロン誘導路部分およびその周辺は，誘導路帯に準じること

ができる． 

（２）GSE 車両通行帯等に設置される構造物の設計活荷重は，トーイングトラクター荷重また

は自動車荷重等のうち大きい方の荷重を用いることができる． 

【解 説】 

（１）航空機荷重，トーイングトラクター荷重，自動車荷重等は，2.3.1.1-1「航空機」～2.3.1.1-4

「大型消防車」に示している． 

（２）エプロンの舗装下に埋設される地下構造物は，2.3.1.2-1「着陸帯および誘導路帯周辺の構

造物」の構造物の種類区分ケース 1 の施設を対象としているが，それ以外の施設であっても，

その施設位置によって構造物が破壊または損傷した際にその施設機能の代替等が困難な場合

や構造物の修復工事が工事期間によって空港の運用に大きな影響を及ぼすと考える場合には

同様に取扱うことができる． 

 

 

 

 

 

2.3.1.2-3 道路および駐車場の構造物 

道路および駐車場に設置される構造物の設計活荷重は，自動車荷重とする． 

【解 説】 

（１）大型消防車の配置される空港の消防車通行区域の設計活荷重は，大型消防車荷重とする．

大型消防車荷重は 2.3.1.1-4「大型消防車」を参照することができる． 

 

2.3.1.2-4 その他区域の構造物 

その他の区域に設置される構造物の設計活荷重は，自動車荷重とする．ただし，明らかに車

両等の走行が想定されない場合には，無載荷の場合や群集荷重による作用等を考慮して適切に

設定するものとする． 

 

 

設計対象機材の選定方法の修

正． 

 

 

 

 

 

 

他記述との整合を図る． 

 

 

記述の明確化． 

 

2.3.1.1-2 トーイングトラクタ

ー【解説】（１）と内容が重複し

ているため削除． 

 

 

 

 

 

 

 

他記述との整合を図る． 

｢1.5.2 U 型排水溝の作用｣の解

説（３）の群集荷重の表現は U
型排水溝に限定されるものでは

ないため｢2.3.1.2-4 （荷重の選

択）その他区域の構造物｣に記

述．また，対象施設により使用

基準が異なるため具体的値を明

示しない表現に修正． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

2.3.2 自 重 

材料の単位体積重量をもとに，適切に設定する必要がある． 

【解 説】 

（１）自重の算出に用いる単位体積重量は，表－2.3.8 に示す値を用いることができる．また，土

の単位体積重量については，当該箇所の地盤より採取した試料の土質試験結果に基づき設定

することができるが，これが困難な場合は，「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」７,８,９）等を

参考に設定することもできる．（「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」７,８,９）P.41） 

 

表－2.3.8 材料の単位体積重量 

材 料 単位体積重量（kN/m3） 

鋼・鋳鋼・鍛鋼 77.0 

鋳鉄 71.0 

アルミニウム 27.5 

鉄筋コンクリート 24.5 

プレストレストコンクリート 24.5 

コンクリート 23.0 

セメントモルタル 21.0 

木 材 8.0 

瀝青材（防水用） 11.0 

アスファルト舗装 22.5 

（「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」７,８,９）P.10）

2.3.3 地盤条件 

考慮すべき地盤条件は，支持層の深さ，工学的基盤面の深さ，軟弱層の厚さなどの地盤の成

層状態，地下水位（残留水位），密度，物理特性，せん断特性，圧密特性，透水性，液状化特

性等であり，適切な方法により設定する必要がある． 

【解 説】 

（１）性能照査に用いる地盤定数の設計用値は，地盤調査および土質試験の特性を踏まえた合理

的な理由がある場合には，調査・試験結果を特性値とすることができる． 

2.3.2 自 重 

材料の単位体積重量をもとに，適切に設定する必要がある． 

【解 説】 

（１）自重の算出に用いる単位体積重量は，表－2.3.6 に示す値を用いることができる．また，土

の単位体積重量については，当該箇所の地盤より採取した試料の土質試験結果に基づき設定

することができるが，これが困難な場合は，「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」７,８,９）等を

参考に設定することもできる．（「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」７,８,９）P.41） 

 

表－2.3.6 材料の単位体積重量 

材 料 単位体積重量（kN/m3） 

鋼・鋳鋼・鍛鋼 77.0 

鋳鉄 71.0 

アルミニウム 27.5 

鉄筋コンクリート 24.5 

プレストレストコンクリート 24.5 

コンクリート 23.0 

セメントモルタル 21.0 

木 材 8.0 

瀝青材（防水用） 11.0 

アスファルト舗装 22.5 

（「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」７,８,９）P.10） 

 

2.3.3 地盤条件 

考慮すべき地盤条件は，支持層の深さ，工学的基盤面の深さ，軟弱層の厚さなどの地盤の成

層状態，地下水位（残留水位），密度，物理特性，せん断特性，圧密特性，透水性，液状化特

性等であり，適切な方法により設定する必要がある． 

【解 説】 

（１）性能照査に用いる地盤定数の設計用値は，地盤調査および土質試験の特性を踏まえた合理

的な理由がある場合には，調査・試験結果を特性値とすることができる． 

 

 

 

表番の修正． 

 

 

 

表番の修正． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

（２）地盤条件を設定するための地盤調査は，対象施設の構造，規模および当該施設を設置する

地点周辺の地盤の性状を適切に考慮する必要がある． 

（３）地盤条件を設定するための土質試験は，対象施設の性能照査において考慮する地盤条件を

適切に設定できる方法により行う必要がある． 

 

2.3.4 土 圧 

考慮すべき土圧は，鉛直土圧，水平土圧，地盤反力等であり，その特性値は，構造物の種類

とその剛性，土圧の種類や要求性能等に応じて設定する必要がある． 

【解 説】 

（１）地震時の土圧については，「空港土木施設耐震設計要領」２）を参照することができる． 

 

2.3.4.1 鉛直土圧 

（１）ボックスカルバート等に作用する鉛直土圧は，式(2.3.3)によって算出することができる．

P vd ＝α・γ・h ················································································ (2.3.3) 

Pvd：構造物上面に作用する鉛直土圧（kN/m2） 
γ：構造物上面の土および舗装体の単位体積重量（kN/m3） 

h：構造物の土被り（m） 
α：係 数 

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.97）

αは構造物の支持条件および構造物の土被り h と構造物の幅 B の比（h/B）の値に応じて

表－2.3.9 の値とする． 

 
表－2.3.9 係数 αの値 

構造物が杭基礎などの剛性基礎

で支持されておらず，盛土の沈下

と並行して同時に沈下する場合 
1.00 

構造物が杭基礎などの剛性基礎で

支持されており，盛土の沈下にあ

る程度抵抗する場合 

 h/B＜1.0 1.00 

1.0≦h/ B＜2.0 1.20 

2.0≦h/ B＜3.0 1.35 

3.0≦h/ B＜4.0 1.50 

4.0≦h/ B 1.60 

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.98）

（２）地盤条件を設定するための地盤調査は，対象施設の構造，規模および当該施設を設置する

地点周辺の地盤の性状を適切に考慮する必要がある． 

（３）地盤条件を設定するための土質試験は，対象施設の性能照査において考慮する地盤条件を

適切に設定できる方法により行う必要がある． 

 

2.3.4 土 圧 

考慮すべき土圧は，鉛直土圧，水平土圧，地盤反力等であり，その特性値は，構造物の種類

とその剛性，土圧の種類や要求性能等に応じて設定する必要がある． 

【解 説】 

（１）地震時の土圧については，「空港土木施設耐震設計要領」２）を参照することができる． 

 

2.3.4.1 鉛直土圧 

（１）ボックスカルバート等に作用する鉛直土圧は，式(2.3.2)によって算出することができる． 

P vd ＝α・γ・h ················································································ (2.3.2) 

Pvd：構造物上面に作用する鉛直土圧（kN/m2） 
γ：構造物上面の土および舗装体の単位体積重量（kN/m3） 

h：構造物の土被り（m） 
α：係 数 

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.97） 

αは構造物の支持条件および構造物の土被り h と構造物の幅 B の比（h/B）の値に応じて

表－2.3.7 の値とする． 

 
表－2.3.7 係数 αの値 

構造物が杭基礎などの剛性基礎

で支持されておらず，盛土の沈下

と並行して同時に沈下する場合 
1.00 

構造物が杭基礎などの剛性基礎で

支持されており，盛土の沈下にあ

る程度抵抗する場合 

 h/B＜1.0 1.00 

1.0≦h/ B＜2.0 1.20 

2.0≦h/ B＜3.0 1.35 

3.0≦h/ B＜4.0 1.50 

4.0≦h/ B 1.60 

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.98） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

式番の修正． 

式番の修正． 

 

 

 

 

 

表番の修正． 

表番の修正． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

（２）遠心力鉄筋コンクリート管とプレストレストコンクリート管のような剛性管に作用する

鉛直土圧は，設置する土中の状態により，溝型と突出型の算出方法に分けられる． 

１）溝 型：自然地盤または締固めた盛土に溝を掘削して埋設する場合 

（図－2.3.4 参照）． 

溝型の場合，構造物に働く鉛直土圧は，式(2.3.4)によって算定することができる．

c

d
d

B
BCq

2
 γ  ················································································· (2.3.4) 

μ

μ







K
eC

Bd
HK

d
2

1
2

 

q ：構造物に働く鉛直土圧（kN/m2） 

Cd ：溝型の場合の土圧係数 

γ ：土の単位体積重量（kN/m3） 

Bd ：管頂部の溝幅（m） 

Bc ：管の外径（m） 

H ：構造物の土被り（m） 

μ’ ：自然地盤（または盛土）と埋戻し材との間のすべり摩擦係数 

 （通常 μ’＝μ：（埋戻し材の内部摩擦係数， μ＝tanφ）） 

φ ：内部摩擦角 

K ：ランキンの係数           

（「ヒューム管設計施工要覧」１０）P.87）

 

 

 

 

 

 

図－2.3.4 溝型の説明図 

 

 

 

（２）遠心力鉄筋コンクリート管とプレストレストコンクリート管のような剛性管に作用する

鉛直土圧は，設置する土中の状態により，溝型と突出型の算出方法に分けられる． 

１）溝 型：自然地盤または締固めた盛土に溝を掘削して埋設する場合 

（図－2.3.2 参照）． 

溝型の場合，構造物に働く鉛直土圧は，式(2.3.3)によって算定することができる． 

c

d
d

B
BCq

2
 γ  ················································································ (2.3.3) 

μ

μ
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Bd
HK
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2

 

q ：構造物に働く鉛直土圧（kN/m2） 

Cd ：溝型の場合の土圧係数 

γ ：土の単位体積重量（kN/m3） 

Bd ：管頂部の溝幅（m） 

Bc ：管の外径（m） 

H ：構造物の土被り（m） 

μ’ ：自然地盤（または盛土）と埋戻し材との間のすべり摩擦係数 

 （通常 μ’＝μ：（埋戻し材の内部摩擦係数， μ＝tanφ）） 

φ ：内部摩擦角 

K ：ランキンの係数           

 

（「ヒューム管設計施工要覧」１０）P.87） 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3.2 溝型の説明図 

 

 

 

 

 

 

図番の修正． 

式番の修正． 

式番の修正． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番の修正． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

２）突出型：自然地盤または締固めた盛土上に暗渠を設置し，その上に盛土を行う場合

（図－2.3.5 参照） 

突出型の場合，構造物に働く鉛直土圧は，式(2.3.5)によって算出することができる．

q ＝Cc・γ・Bc  ··············································································· (2.3.5) 

H≦Heのとき Cc ＝ 
μ

Bc
Hμ






K
e

K

2
1

2

 

H＞Heのとき Cc＝ 
μ

μ






K
e Bc

HeK

2
1

2

 ＋（
c

e

c B
H

B
H

- ）
 ・ ・

Bc
He

Ｋ

ｅ
μ２

 

Cc ：突出型の場合の土圧係数  

He ：仮想の沈下面より暗渠上端までの深さ(m)で式(2.3.6)による． 

  ・・
Bc
HeK

e
μ2

－
c

μ
B
HK e

・・2 ＝ 2K・μ・γ s d・P＋1 ·································· (2.3.6) 

P ：突出比，盛土基面上から暗渠上端までの高さ（h）と暗渠外径（Bc)との比 h/Bc

γsd ：沈下比（表－2.3.10 参照，普通地盤では一般に 0.7） 

（「ヒューム管設計施工要覧」１０）P.87,88）

 

 

 

 

 

図－2.3.5 突出型の説明図 

 

表－2.3.10 沈下比（ γsd ） 

埋 設 条 件 γsd 

岩盤,硬質地盤 1.0 

普通地盤 0.5～0.8 

軟弱な地盤 0～0.5 

（「ヒューム管設計施工要覧」１０）P.88）

 

２）突出型：自然地盤または締固めた盛土上に暗渠を設置し，その上に盛土を行う場合

（図－2.3.3 参照） 

突出型の場合，構造物に働く鉛直土圧は，式(2.3.4)によって算出することができる． 

q ＝Cc・γ・Bc  ·············································································· (2.3.4) 
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Cc ：突出型の場合の土圧係数  

He ：仮想の沈下面より暗渠上端までの深さ(m)で式(2.3.5)による． 

  ・・
Bc
HeK

e
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－
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μ
B
HK e

・・2 ＝ 2K・μ・γ s d・P＋1 ·································· (2.3.5) 

P ：突出比，盛土基面上から暗渠上端までの高さ（h）と暗渠外径（Bc)との比 h/Bc 

γsd ：沈下比（表－2.3.8 参照，普通地盤では一般に 0.7） 

（「ヒューム管設計施工要覧」１０）P.87,88） 

 

 

 

 

 

図－2.3.3 突出型の説明図 

 

表－2.3.8 沈下比（ γsd ） 

埋 設 条 件 γsd 

岩盤,硬質地盤 1.0 

普通地盤 0.5～0.8 

軟弱な地盤 0～0.5 

（「ヒューム管設計施工要覧」１０）P.88） 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

【解 説】 

（１）鉛直土圧は，地下構造物の形態と，それが地中に設置されたときの状態によって，異なっ

ており，構造物の形態としては，箱型と管型に分けられる．ボックスカルバートのような箱

型の構造物においては，構造物の支持条件によって土圧が変化するので注意する必要がある．

（２）管渠のような管型の構造物に対しては，マーストンによる式を用いているが，構造物を杭

で支持した場合には，箱型と同様に土圧が変化する傾向があるので注意する必要がある． 

（３）溝を掘削し管渠を敷設する場合，溝の掘削幅を拡げてゆくと，ある幅のところで溝型の土

圧でなく，突出型の土圧が働くようになる．この幅を転移幅といい，溝型の土圧は掘削幅の

拡がりにともない突出型の土圧に等しくなるまで増加する．したがって，広い溝を掘削した

ときは，溝型の土圧と突出型の土圧とのどちらが作用するかを判別する必要がある．この場

合，式(2.3.4)と式(2.3.5)の両方を計算し，そのうちの小さい方の値を，管にかかる鉛直土圧

として採用すればよい．（「ヒューム管設計施工要覧」１０）P.88） 

（４）とう性管に作用する鉛直土圧の計算方法については，「下水道用強化プラスチック複合管

K-2」１１）を参考とすることができる．（「下水道用強化プラスチック複合管 K-2」１１）P.36,37）

 

2.3.4.2 水平土圧 

ボックスカルバート等に作用する水平土圧は，式(2.3.7)によって算出することができる． 

Phd ＝K0 ・γ ・h ·············································································· (2.3.7) 

Phd ：水平土圧(kN/m2） 

γ ：構造物上面の土の単位体積重量(kN/m3） 

h ：構造物の土被り（m） 

K0 ：静止土圧係数  0.5 

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.101）

【解 説】 

（１）静止土圧係数は，土質や締固めの方法によって異なり 0.4～0.7 程度であるといわれている

が，通常の砂質土や粘性土(LL＜50%）に対しては，0.5 とすることができる．なお，これ以

外の材料を用いる場合や締固め条件などによっては，静止土圧係数を変える等の検討をする

必要がある．なお，開渠の側壁などについては主働土圧係数を用いる．（「道路土工 カルバ

ート工指針」５）P.103） 

 

 

 

 

【解 説】 

（１）鉛直土圧は，地下構造物の形態と，それが地中に設置されたときの状態によって，異なっ

ており，構造物の形態としては，箱型と管型に分けられる．ボックスカルバートのような箱

型の構造物においては，構造物の支持条件によって土圧が変化するので注意する必要がある． 

（２）管渠のような管型の構造物に対しては，マーストンによる式を用いているが，構造物を杭

で支持した場合には，箱型と同様に土圧が変化する傾向があるので注意する必要がある． 

（３）溝を掘削し管渠を敷設する場合，溝の掘削幅を拡げてゆくと，ある幅のところで溝型の土

圧でなく，突出型の土圧が働くようになる．この幅を転移幅といい，溝型の土圧は掘削幅の

拡がりにともない突出型の土圧に等しくなるまで増加する．したがって，広い溝を掘削した

ときは，溝型の土圧と突出型の土圧とのどちらが作用するかを判別する必要がある．この場

合，式(2.3.3)と式(2.3.4)の両方を計算し，そのうちの小さい方の値を，管にかかる鉛直土圧

として採用すればよい．（「ヒューム管設計施工要覧」１０）P.88） 

（４）とう性管に作用する鉛直土圧の計算方法については，「下水道用強化プラスチック複合管 

K-2」１１）を参考とすることができる．（「下水道用強化プラスチック複合管 K-2」１１）P.36,37） 

 

2.3.4.2 水平土圧 

ボックスカルバート等に作用する水平土圧は，式(2.3.6)によって算出することができる． 

Phd ＝K0 ・γ ・h ············································································· (2.3.6) 

Phd ：水平土圧(kN/m2） 

γ ：構造物上面の土の単位体積重量(kN/m3） 

h ：構造物の土被り（m） 

K0 ：静止土圧係数  0.5 

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.101） 

【解 説】 

（１）静止土圧係数は，土質や締固めの方法によって異なり 0.4～0.7 程度であるといわれている

が，通常の砂質土や粘性土(LL＜50%）に対しては，0.5 とすることができる．なお，これ以

外の材料を用いる場合や締固め条件などによっては，静止土圧係数を変える等の検討をする

必要がある．なお，開渠の側壁などについては主働土圧係数を用いる．（「道路土工 カルバ

ート工指針」５）P.103） 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

2.3.4.3 基礎反力 

（１）躯体構造物底面の基礎反力は，圧縮性地盤（土砂）の場合均一等分布するものとし，式

(2.3.8)により算出することができる． 

P’vd ＝ Pvd1  ＋ 
B
D0  ········································································· (2.3.8) 

P’vd ：構造物底面に作用する基礎反力(kN/m2） 

Pvd1 ：構造物上面に作用する鉛直土圧(kN/m2） 

D0 ：構造物の単位長さ当りの重量(kN/ m） 

B ：構造物の外幅（m） 

 

また，図－2.3.6 のように底版を拡幅した場合の基礎反力は，式(2.3.9)により算出するこ

とができる． 

P’vd ＝
Ｂ'

ＤｂPBＰ ０vdvd ＋・＋・ 21 ２  ······················································· (2.3.9) 

Pvd2 ：底版上面に作用する鉛直土圧(kN/m2） 

B’ ：底版全幅(B＋2b) (m）  

b ：底版の拡幅部の幅(m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3.6 排水構造物に働く基礎反力（圧縮性地盤の場合） 

 

（２）非圧縮性地盤（岩盤）の場合の躯体構造物底面の基礎反力は，両側壁の下端に集中して

生ずるものと仮定して算出することができる． 

（３）躯体構造物の底版に作用する曲げモーメントを計算する場合に用いる基礎反力の算出に

あたっては，式(2.3.8)の D0を D’0（底版を除いた構造物の単位長さ当りの重量）に置き換

える必要がある． 

 

2.3.4.3 基礎反力 

（１）躯体構造物底面の基礎反力は，圧縮性地盤（土砂）の場合均一等分布するものとし，式

(2.3.7)により算出することができる． 

P’vd ＝ Pvd1  ＋ 
B
D0  ········································································· (2.3.7) 

P’vd ：構造物底面に作用する基礎反力(kN/m2） 

Pvd1 ：構造物上面に作用する鉛直土圧(kN/m2） 

D0 ：構造物の単位長さ当りの重量(kN/ m） 

B ：構造物の外幅（m） 

 

また，図－2.3.4 のように底版を拡幅した場合の基礎反力は，式(2.3.8)により算出するこ

とができる． 

P’vd ＝
Ｂ'

ＤｂPBＰ ０vdvd ＋・＋・ 21 ２  ······················································· (2.3.8) 

Pvd2 ：底版上面に作用する鉛直土圧(kN/m2） 

B’ ：底版全幅(B＋2b) (m）  

b ：底版の拡幅部の幅(m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3.4 排水構造物に働く基礎反力（圧縮性地盤の場合） 

 

（２）非圧縮性地盤（岩盤）の場合の躯体構造物底面の基礎反力は，両側壁の下端に集中して

生ずるものと仮定して算出することができる． 

（３）躯体構造物の底版に作用する曲げモーメントを計算する場合に用いる基礎反力の算出に

あたっては，式(2.3.7)の D0を D’0（底版を除いた構造物の単位長さ当りの重量）に置き換

える必要がある． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

2.3.9 地盤の沈下 

施工期間中や設計供用期間中に圧密沈下等による地盤の変動が予想される場合は，沈下の影

響を考慮する必要がある． 

【解 説】 

（１）当該箇所の地盤の軟弱な層厚のばらつきや土層構成の違いにより，構造物に影響を与える

不同沈下が発生する可能性がある場合は，その変位差を作用として考慮する必要がある． 

（２）構造物の設置による基礎地盤の沈下には，即時沈下，圧密沈下および長期沈下があり，式

(2.3.10)により全沈下量を算出することができる．なお，各沈下量は，土質条件，載荷条件な

どを考慮し，適切な方法によって算出する必要がある． 

S ＝ S i ＋ S c ＋ S s ······································································ (2.3.10） 

S ：全沈下量 

Si ：即時沈下量 

Sc ：圧密沈下量 

Ss ：長期沈下量 

（「設計要領第一集 土工編」１３）P.5-39,5-40）

（３）即時沈下量は，「道路土工 軟弱地盤対策工指針」１４）あるいは「設計要領第一集 土工編」

１３）に示される方法を参考とすることができる．（「道路土工 軟弱地盤対策工指針」 １４）

P.60,61，「設計要領第一集 土工編」１３）P.5-57,5-58） 

（４）圧密沈下量は，式(2.3.11)に示すとおり，e－logp 法によって算出することができる．ただ

し，正規圧密土からなる軟弱層の場合で，区分された圧密層毎に圧縮指数 CC，または体積圧

縮係数 m vが求められている場合には，それぞれ式(2.3.12)，式(2.3.13)によって圧密沈下量を

求めることができる． 
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 ·························································· (2.3.12） 

  HpΔmS vc  ········································································ (2.3.13） 

Sc ：圧密沈下量 e0 ：圧密層の初期間隙比 

e ：圧密層の圧密後の間隙比で，中央深度の p0＋Δp に対して設計 e－logp 曲線から求める．

H ：圧密層厚 Cc ：圧縮指数 

p0 ：盛土前土かぶり厚 Δp ：盛土荷重による増加応力 

mv ：体積圧縮係数  

（「道路土工 軟弱地盤対策工指針」１４）P.55）

2.3.9 地盤の沈下 

施工期間中や設計供用期間中に圧密沈下等による地盤の変動が予想される場合は，沈下の影

響を考慮する必要がある． 

【解 説】 

（１）当該箇所の地盤の軟弱な層厚のばらつきや土層構成の違いにより，構造物に影響を与える

不同沈下が発生する可能性がある場合は，その変位差を作用として考慮する必要がある． 

（２）構造物の設置による基礎地盤の沈下には，即時沈下，圧密沈下および長期沈下があり，式

(2.3.9)により全沈下量を算出することができる．なお，各沈下量は，土質条件，載荷条件な

どを考慮し，適切な方法によって算出する必要がある． 

S ＝ S i ＋ S c ＋ S s ······································································· (2.3.9） 

S ：全沈下量 

Si ：即時沈下量 

Sc ：圧密沈下量 

Ss ：長期沈下量 

（「設計要領第一集 土工編」１３）P.5-39,5-40） 

（３）即時沈下量は，「道路土工 軟弱地盤対策工指針」１４）あるいは「設計要領第一集 土工編」

１３）に示される方法を参考とすることができる．（「道路土工 軟弱地盤対策工指針」 １４）

P.60,61，「設計要領第一集 土工編」１３）P.5-57,5-58） 

（４）圧密沈下量は，式(2.3.10)に示すとおり，e－logp 法によって算出することができる．ただ

し，正規圧密土からなる軟弱層の場合で，区分された圧密層毎に圧縮指数 CC，または体積圧

縮係数 m vが求められている場合には，それぞれ式(2.3.11)，式(2.3.12)によって圧密沈下量を

求めることができる． 
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  HpΔmS vc  ········································································· (2.3.12） 

Sc ：圧密沈下量 e0 ：圧密層の初期間隙比 

e ：圧密層の圧密後の間隙比で，中央深度の p0＋Δp に対して設計 e－logp 曲線から求める． 

H ：圧密層厚 Cc ：圧縮指数 

p0 ：盛土前土かぶり厚 Δp ：盛土荷重による増加応力 

mv ：体積圧縮係数  

（「道路土工 軟弱地盤対策工指針」１４）P.55） 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

（５）設計条件や土質条件等から長期沈下が無視できない場合には，長期沈下を考慮する必要が

ある． 

長期沈下とは二次圧密沈下とも呼ばれ，土中の過剰間隙水圧の消散過程を主要因とする一

次圧密沈下の終了後も長期に続くクリープ沈下のことをいうが，一次圧密沈下と二次圧密沈

下を明確に区分する方法は未だ確立していない．しかし，二次圧密沈下は，時間の対数と比

例関数にあることが経験的に知られており，沈下実測データから長期沈下量を推定する場合

には，「設計要領第一集 土工編」１３）に示される推定式を利用することが望ましい． 

なお，二次圧密沈下を含めた全沈下量の推定が困難な場合には，「道路土工 軟弱地盤対策

工指針」１４）に示されるように基準時 t（盛土の場合，舗装完成時または供用開始時）から時

間 Δt 経過するまでに生ずる圧密沈下量 ΔS をとって残留沈下量とすることができる．（「設計

要領第一集 土工編」１３）P.5-56～5-62，「道路土工 軟弱地盤対策工指針」１４）P.68,69） 

（６）飽和粘性土の圧密沈下速度は，Terzaghi の一次元圧密理論から求めることができ，鉛直方

向の排水のみによる一次元圧密の場合，平均圧密度は，図－2.3.7 から求めることができる．

なお，時間係数と実際の時間との関係は，式(2.3.14)で示されるが，圧密係数の異なる層が

互層となっている場合の圧密沈下速度は，換算層厚法から求めることができる． 

2H
tCT v

v


  ···················································································· (2.3.14） 

Tv ：時間係数 

Cv ：圧密係数 

t ：実際の時間 

H ：最大排水長さ 

（「道路土工 軟弱地盤対策工指針」１４）P.55～57）

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3.7 U と Tvの関係（Δu0＝一定） 

（「道路土工 軟弱地盤対策工指針」１４）P.57）

（５）設計条件や土質条件等から長期沈下が無視できない場合には，長期沈下を考慮する必要が

ある． 

長期沈下とは二次圧密沈下とも呼ばれ，土中の過剰間隙水圧の消散過程を主要因とする一

次圧密沈下の終了後も長期に続くクリープ沈下のことをいうが，一次圧密沈下と二次圧密沈

下を明確に区分する方法は未だ確立していない．しかし，二次圧密沈下は，時間の対数と比

例関数にあることが経験的に知られており，沈下実測データから長期沈下量を推定する場合

には，「設計要領第一集 土工編」１３）に示される推定式を利用することが望ましい． 

なお，二次圧密沈下を含めた全沈下量の推定が困難な場合には，「道路土工 軟弱地盤対策

工指針」１４）に示されるように基準時 t（盛土の場合，舗装完成時または供用開始時）から時

間 Δt 経過するまでに生ずる圧密沈下量 ΔS をとって残留沈下量とすることができる．（「設計

要領第一集 土工編」１３）P.5-56～5-62，「道路土工 軟弱地盤対策工指針」１４）P.68,69） 

（６）飽和粘性土の圧密沈下速度は，Terzaghi の一次元圧密理論から求めることができ，鉛直方

向の排水のみによる一次元圧密の場合，平均圧密度は，図－2.3.5 から求めることができる．

なお，時間係数と実際の時間との関係は，式(2.3.13)で示されるが，圧密係数の異なる層が

互層となっている場合の圧密沈下速度は，換算層厚法から求めることができる． 

2H
tCT v

v


  ····················································································· (2.3.13） 

Tv ：時間係数 

Cv ：圧密係数 

t ：実際の時間 

H ：最大排水長さ 

（「道路土工 軟弱地盤対策工指針」１４）P.55～57） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.3.5 U と Tvの関係（Δu0＝一定） 

（「道路土工 軟弱地盤対策工指針」１４）P.57） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番の修正． 

式番の修正． 

 

式番の修正． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図番の修正． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

2.3.11 風およびブラスト 

考慮すべき風およびブラストによる荷重は，当該区域の地域特性や，対象とする航空機の特

性を踏まえ適切に設定する必要がある． 

【解 説】 

（１）ブラストフェンスや場周柵（立入禁止柵）の支柱等に作用する風荷重，速度圧の算出にあ

たっては，式（2.3.15）によって算出することができる．立入禁止柵の設計供用期間において

想定される暴風状態の速度圧としては，標準的な値として一般的な地域では 3,000N/m2，沖

縄等の強風地域では 4,000N/m2を用いることができる．なお，道路橋の性能照査においては，

構造形式によって式（2.3.15）によらず，適切に設定する必要があり，その詳細については，

「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」７,８,９）を参考とすることができる．（「道路橋示方書・

同解説 Ⅰ共通編」７,８,９）P.47～58） 

R ＝ q × C×A ············································································· (2.3.15） 

q ＝ 1/2 × ρ  ×υ2 

R ：  風荷重(N)  

q ：  速度圧（N/m2）  

C ：  風圧係数（平面 1.2，丸型 0.7）  

A ：  断面積（ m2）  

ρ ：  空気の密度（ 1.23kg/m3）  

υ ：  設計風速（ m/sec）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.11 風およびブラスト 

考慮すべき風およびブラストによる荷重は，当該区域の地域特性や，対象とする航空機の特

性を踏まえ適切に設定する必要がある． 

【解 説】 

（１）ブラストフェンスや場周柵（立入禁止柵）の支柱等に作用する風荷重，速度圧の算出にあ

たっては，式（2.3.14）によって算出することができる．各空港における基準風速は，過去の

実績をもとに算出しこれを使用することができる。基準風速の算出方法及び各主要空港での

算出結果を付録－４に示す．なお，解析では扱うことが困難な気象要因による強風の影響を

考慮し基準風速の下限値を 30m/s とする。  

 

R ＝ q ×Cf×A ·············································································· (2.3.14） 

q ＝ 0.6×  Er
2×Gf×V0

2  

R ：  風荷重(N)  

q ：  速度圧（N/m2）  

Cf ：  風力係数（金網その他網状の構造物 1.4）  

A ：  断面積（ m2）  

V0 ：  基準風速（ｍ /sec）  

Er ：  平均風速の高さ方向の分布を表す係数 1.7(Zb/ZG)α 

Zb，ZG，αの値は空港の位置より表－2.3.9に示す値を用いる． 

Gf ：ガスト影響係数（空港の位置より表－2.3.9に示す値を用いる．） 

表－2.3.9 地表面粗度区分に対するパラメータ 

地表面粗度区分 Zb ZG α Gf 

区分Ⅰ：海上及び海岸に接する空港 5 250 0.10 2.0 

区分Ⅱ：区分Ⅰ以外の空港 5 350 0.15 2.2 

※Cf，Er，Gf は，高さ５ｍ以下の構造物に対しての値を示しており、５ｍ以上の

場合には｢平成12年建設省告示第1454号｣により設定する。 

 

（２）道路橋の性能照査においては，構造形式によって式（2.3.14）によらず，適切に設定する必

要があり，その詳細については，「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」７,８,９）を参考とするこ

とができる．（「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」７,８,９）P.47～58） 

 

 

 

 

 

 

風荷重の算出方法について，ガ

スト影響係数を考慮した建築基

準法における算出方法に準じた

方法に修正．また，基準風速に

ついては，各空港での実績によ

り算出することとした． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路橋は，（２）として記述． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

（２）ブラストの速度圧は，一般にエンジンからの距離に反比例して小さくなり，エンジンの稼

働状態によっても大きく異なる．航空機のブラストの速度圧と距離の関係については，

Airplane Characteristics 等を参考に適切に設定する必要がある．Airplane Characteristics には，

各航空機材のブラスト風速とエンジンからの距離の関係を示すコンターが示されており，対

象機材のエンジンの出力に応じたコンターを用い，ブラスト風速を算出することができる．

なお，B777 のエンジンの出力状態が Breakaway（発進時）の場合の例を付録－1 に示してい

る． 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（３）ブラストの速度圧は，一般にエンジンからの距離に反比例して小さくなり，エンジンの稼

働状態によっても大きく異なる．航空機のブラストの速度圧と距離の関係については，

Airplane Characteristics 等を参考に適切に設定する必要がある．Airplane Characteristics には，

各航空機材のブラスト風速とエンジンからの距離の関係を示すコンターが示されており，対

象機材のエンジンの出力に応じたコンターを用い，ブラスト風速を算出することができる．

なお，B777 のエンジンの出力状態が Breakaway（発進時）の場合の例を付録－5 に示してい

る． 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目番号の修正． 

 

 

 

付録番号の修正 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

2.3.12 その他 

その他考慮すべき項目は，降雨，降雪等であり，各特性を踏まえて適切に設定する必要がある．

【解 説】 

（１）降雨は，一般的に短期間に降雨量が集中する場合と，台風に代表されるように長時間継続

する場合に分けられるため，排水施設の性能照査にあたっては，施設の特性に応じ，適切に

降雨強度を設定する必要がある．なお，詳細については，第２編 1.1.3.1「降雨の流出量」

に示す． 

（２）積雪の予想される地域では，降雪量によっては，施設上の積雪が積載荷重となる場合があ

る．一般に積雪荷重は，1kN/m2とすることが多い．（「道路橋標準示方書・同解説 Ⅰ共通編」

７,８,９）P.61,62） 

（３）コンクリートの基準強度や許容応力度は，性能照査型となった「コンクリート標準示方書

（設計編）」３）には用意されていないため，旧版の「コンクリート標準示方書（構造性能照

査編）」６）を参考とすることができる．（「コンクリート標準示方書（構造性能照査編）」６）P.237

～248） 

 

2.4 材料および許容応力度 

空港土木施設に使用する材料は，作用，劣化，設計供用期間，形状，施工性，経済性，環境

に及ぼす影響等を考慮して，適切な材料を選定する必要がある． 

【解 説】 

（１）空港土木施設に使用する材料の選定にあたっては，その材質および耐久性を考慮し，必要

な品質を満たす必要がある． 

（２）日本工業規格に適合する材料は，施設の要求性能を満足するために必要な品質を有するも

のとみなすことができる． 

 

2.4.1 コンクリート 

（１）空港土木施設に使用するコンクリートの材料は，施設の要求性能を確保するために必要

な品質を有するものとする．なお，この条件を満足するものの一例として，日本工業規格

に適合するものがある． 

（２）性能照査において必要なコンクリート強度の特性値には，圧縮強度，引張強度，付着強

度，支圧強度等があり，適切な試験に基づいて，または，コンクリートの種類，当該施設

のおかれる自然状況，施工条件等を考慮して，適切に設定する必要がある． 

 

2.3.12 その他 

その他考慮すべき項目は，降雨，降雪等であり，各特性を踏まえて適切に設定する必要がある． 

【解 説】 

（１）降雨は，一般的に短期間に降雨量が集中する場合と，台風に代表されるように長時間継続

する場合に分けられるため，排水施設の性能照査にあたっては，施設の特性に応じ，適切に

降雨強度を設定する必要がある．なお，詳細については，第２編 1.1.3.1「降雨の流出量」

に示す． 

（２）積雪の予想される地域では，降雪量によっては，施設上の積雪が積載荷重となる場合があ

る．一般に積雪荷重は，1kN/m2 とすることが多い．（「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編」７,

８,９）P.61,62） 

（３）コンクリートの基準強度や許容応力度は，性能照査型となった「コンクリート標準示方書

（設計編）」３）には用意されていないため，旧版の「コンクリート標準示方書（構造性能照

査編）」６）を参考とすることができる．（「コンクリート標準示方書（構造性能照査編）」６）P.237

～248） 

 

2.4 材料および許容応力度 

空港土木施設に使用する材料は，作用，劣化，設計供用期間，形状，施工性，経済性，環境

に及ぼす影響等を考慮して，適切な材料を選定する必要がある． 

【解 説】 

（１）空港土木施設に使用する材料の選定にあたっては，その材質および耐久性を考慮し，必要

な品質を満たす必要がある． 

（２）日本工業規格に適合する材料は，施設の要求性能を満足するために必要な品質を有するも

のとみなすことができる． 

 

2.4.1 コンクリート 

（１）空港土木施設に使用するコンクリートの材料は，施設の要求性能を確保するために必要

な品質を有するものとする．なお，この条件を満足するものの一例として，日本工業規格

に適合するものがある． 

（２）性能照査において必要なコンクリート強度の特性値には，圧縮強度，引張強度，付着強

度，支圧強度等があり，適切な試験に基づいて，または，コンクリートの種類，当該施設

のおかれる自然状況，施工条件等を考慮して，適切に設定する必要がある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献名の修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 / 39



現 行 改 訂 （案） 備 考 

（３）強化プラスチック複合管（FRPM 管）の管厚中心半径，曲げ剛性，断面係数等の設計に用

いる諸数値に関しては，表－2.4.13，表－2.4.14 に示す値を用いることができる．また，強化

プラスチック複合管（FRPM 管）の許容曲げ応力度，許容たわみ率は，表－2.4.15，表－2.4.16

に示す値を用いることができる． 

 

表－2.4.13 設計に用いる諸数値（FRPM 管（B 形および C 形）） 

呼び径 
管厚中心半径 

r 
（mm） 

管の曲げ剛性 EI 
（N・mm2/mm） 

断面係数 
Z 

(mm3/mm） 1 種 2 種 

200 103.50 491,630 322,990 8.17 

250 128.75 604,690 397,270 9.38 

300 154.00 793,600 524,800 10.67 

350 179.25 951,890 629,480 12.04 

400 204.50 1,190,700 801,900 13.50 

450 229.75 1,400,400 943,110 15.04 

500 255.00 1,841,700 1,225,000 16.67 

600 306.00 3,182,400 2,116,800 24.00 

700 357.00 5,053,500 3,361,400 32.67 

800 408.00 7,543,500 5,017,600 42.67 

900 459.00 10,741,000 7,144,200 54.00 

1,000 510.00 14,733,000 9,800,000 66.67 

1,100 561.00 19,610,000 13,044,000 80.67 

1,200 612.00 25,459,000 16,934,000 96.00 

1,350 688.50 36,250,000 24,112,000 121.50 

1,500 765.00 49,725,000 33,075,000 150.00 

1,650 841.50 66,184,000 44,023,000 181.50 

1,800 918.00 85,925,000 57,154,000 216.00 

2,000 1,020.00 117,870,000 78,400,000 266.67 

2,200 1,122.00 156,880,000 104,350,000 322.67 

2,400 1,224.00 203,670,000 135,480,000 384.00 

2,600 1,326.00 258,950,000 172,240,000 450.67 

2,800 1,428.00 323,430,000 215,130,000 522.67 

3,000 1,530.00 397,800,000 264,600,000 600.00 

（「下水道用強化プラスチック複合管 道路埋設指針」１５）P.34）

（３）強化プラスチック複合管（FRPM 管）の管厚中心半径，曲げ剛性，断面係数等の設計に用

いる諸数値に関しては，表－2.4.13 に示す値を用いることができる．また，強化プラスチッ

ク複合管（FRPM 管）の許容曲げ応力度，許容たわみ率は，表－2.4.14，表－2.4.15 に示す値

を用いることができる． 

 

表－2.4.13 設計に用いる諸数値（FRPM 管（B 形および C 形）） 

呼び径 
管厚中心半径 

r 
（mm） 

管の曲げ剛性 EI 
（N・mm2/mm） 

断面係数 
Z 

(mm3/mm） 1 種 2 種 

200 103.50 491,630 322,990 8.17 

250 128.75 604,690 397,270 9.38 

300 154.00 793,600 524,800 10.67 

350 179.25 951,890 629,480 12.04 

400 204.50 1,190,700 801,900 13.50 

450 229.75 1,400,400 943,110 15.04 

500 255.00 1,841,700 1,225,000 16.67 

600 306.00 3,182,400 2,116,800 24.00 

700 357.00 5,053,500 3,361,400 32.67 

800 408.00 7,543,500 5,017,600 42.67 

900 459.00 10,741,000 7,144,200 54.00 

1,000 510.00 14,733,000 9,800,000 66.67 

1,100 561.00 19,610,000 13,044,000 80.67 

1,200 612.00 25,459,000 16,934,000 96.00 

1,350 688.50 36,250,000 24,112,000 121.50 

1,500 765.00 49,725,000 33,075,000 150.00 

1,650 841.50 66,184,000 44,023,000 181.50 

1,800 918.00 85,925,000 57,154,000 216.00 

2,000 1,020.00 117,870,000 78,400,000 266.67 

2,200 1,122.00 156,880,000 104,350,000 322.67 

2,400 1,224.00 203,670,000 135,480,000 384.00 

2,600 1,326.00 258,950,000 172,240,000 450.67 

2,800 1,428.00 323,430,000 215,130,000 522.67 

3,000 1,530.00 397,800,000 264,600,000 600.00 

（「下水道用強化プラスチック複合管 道路埋設指針」１５）P.34） 

FRPM管D形の製造中止のため

削除． 

表番の修正． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

表－2.4.14 設計に用いる諸数値（FRPM 管（D 形）） 

呼び径 
管厚中心半径 

r 
（mm） 

管の曲げ剛性 EI 
（N・mm2/mm） 

断面係数 
Z 

(mm3/mm） 1 種 2 種 

200 105.00 513,320 337,240 16.67 

250 130.25 626,070 411,310 18.38 

300 155.50 817,020 540,280 20.17 

350 180.75 975,990 645,410 22.04 

400 206.00 1,217,100 819,680 24.00 

450 231.25 1,428,000 961,710 26.04 

500 256.50 1,874,400 1,246,700 28.17 

600 307.70 3,237,300 2,153,300 40.04 

700 359.00 5,138,900 3,418,200 54.00 

800 410.00 7,654,900 5,091,800 66.67 

900 461.00 10,874,000 7,238,000 80.67 

1,000 512.50 14,951,000 9,944,800 104.17 

1,100 564.00 19,926,000 13,254,000 130.67 

1,200 615.50 25,899,000 17,227,000 160.10 

1,350 692.00 36,805,000 24,481,000 192.67 

1,500 768.50 50,411,000 33,536,000 228.17 

1,650 845.50 67,132,000 44,654,000 280.17 

1,800 922.50 87,195,000 57,998,000 337.50 

2,000 1,024.50 119,430,000 79,442,000 400.17 

2,200 1,127.00 158,990,000 105,750,000 486.00 

2,400 1,229.50 206,430,000 137,310,000 580.17 

（「下水道用強化プラスチック複合管 道路埋設指針」１５）P.35）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRPM管D形の製造中止のため

削除． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

表－2.4.15 設計に用いる諸数値（FRPM 管の許容曲げ応力度） 

呼び径 

B 形および C 形 

（N/mm2） 

D 形 

（N/mm2） 

1 種 2 種 1 種 2 種 

200～250 85.0 55.7 42.3 27.7 

300～350 90.0 60.3 48.1 32.2 

400～450 94.6 65.3 53.6 37.0 

500～900 

105.0 72.0 

62.3 42.9 

1,000～1,500 63.1 43.4 

1,650～3,000 67.3 46.3 

（「下水道用強化プラスチック複合管 道路埋設指針」１５）P.36）

 

表－2.4.16 設計に用いる諸数値（FRPM 管の許容たわみ率） 

基礎の種類 砕石基礎 砂基礎 

許容たわみ率(%) 5.0 4.0 

（「下水道用強化プラスチック複合管 道路埋設指針」１５）P.36）

（４）硬質塩化ビニル管（VP 管，VU 管）の管厚中心半径，断面係数，断面二次モーメント等の

設計に用いる諸数値に関しては，表－2.4.17 に示す値を用いることができる．また，硬質塩

化ビニル管（VP 管，VU 管）の許容曲げ応力度，許容たわみ率は，表－2.4.18 に示す値を用

いることができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－2.4.14 設計に用いる諸数値（FRPM 管の許容曲げ応力度） 

呼び径 

B 形および C 形 

（N/mm2） 

1 種 2 種 

200～250 85.0 55.7 

300～350 90.0 60.3 

400～450 94.6 65.3 

500～900 

105.0 72.0 1,000～1,500 

1,650～3,000 

（「下水道用強化プラスチック複合管 道路埋設指針」１５）P.36） 

 

表－2.4.15 設計に用いる諸数値（FRPM 管の許容たわみ率） 

基礎の種類 砕石基礎 砂基礎 

許容たわみ率(%) 5.0 4.0 

（「下水道用強化プラスチック複合管 道路埋設指針」１５）P.36） 

 

（４）硬質塩化ビニル管（VP 管，VU 管）の管厚中心半径，断面係数，断面二次モーメント等の

設計に用いる諸数値に関しては，表－2.4.16 に示す値を用いることができる．また，硬質塩

化ビニル管（VP 管，VU 管）の許容曲げ応力度，許容たわみ率は，表－2.4.17 に示す値を用

いることができる． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

表－2.4.17 設計に用いる諸数値（VP 管および VU 管） 

種類 呼び径 
管厚中心半径 

r 
（mm） 

断面係数 
Z 

（mm3/mm） 

断面二次 

モーメントＩ 
（mm4/mm） 

VP 

100 53.45 8.40 29.80 

125 66.25 9.38 35.20 

150 77.70 15.40 73.70 

200 102.50 20.20 111.00 

250 126.70 30.80 210.00 

300 150.90 43.70 354.00 

VU 

100 55.25 2.04 3.57 

125 67.75 3.38 7.59 

150 79.75 5.04 13.90 

200 104.50 8.17 28.60 

250 129.30 11.80 49.40 

300 154.10 16.30 80.90 

350 179.40 20.90 117.00 

400 203.70 26.50 167.00 

450 228.00 33.10 234.00 

500 252.20 40.60 316.00 

600 305.40 61.40 589.00 

700 354.70 85.10 962.00 

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.236）

 

表－2.4.18 設計に用いる諸数値（VP 管・VU 管の許容曲げ応力度および許容たわみ率） 

許容曲げ応力度 17.7N/mm2 

許容たわみ率(%) 5% 

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.232）

 

（５）2.3.1.2「載荷重の選択」に示す一時荷重とみなす範囲における FRPM 管や VP 管・VU 管

の許容曲げ応力度および許容たわみ率は，割増しを考慮し 1.5 倍とすることができる． 

 

 

表－2.4.16 設計に用いる諸数値（VP 管および VU 管） 

種類 呼び径 
管厚中心半径 

r 
（mm） 

断面係数 
Z 

（mm3/mm） 

断面二次 

モーメントＩ 
（mm4/mm） 

VP 

100 53.45 8.40 29.80 

125 66.25 9.38 35.20 

150 77.70 15.40 73.70 

200 102.50 20.20 111.00 

250 126.70 30.80 210.00 

300 150.90 43.70 354.00 

VU 

100 55.25 2.04 3.57 

125 67.75 3.38 7.59 

150 79.75 5.04 13.90 

200 104.50 8.17 28.60 

250 129.30 11.80 49.40 

300 154.10 16.30 80.90 

350 179.40 20.90 117.00 

400 203.70 26.50 167.00 

450 228.00 33.10 234.00 

500 252.20 40.60 316.00 

600 305.40 61.40 589.00 

700 354.70 85.10 962.00 

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.236） 

 

表－2.4.17 設計に用いる諸数値（VP 管・VU 管の許容曲げ応力度および許容たわみ率） 

許容曲げ応力度 17.7N/mm2 

許容たわみ率(%) 5% 

（「道路土工 カルバート工指針」５）P.232） 

 

（５）2.3.1.2「載荷重の選択」に示す一時荷重とみなす範囲における FRPM 管や VP 管・VU 管

の許容曲げ応力度および許容たわみ率は，割増しを考慮し 1.5 倍とすることができる． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

2.4.4 盛土材料 

盛土材料は，切土による発生材料または土取場からの搬入材料について盛土材料としての材

質を事前に十分調査し，適用性を検討する必要がある． 

【解 説】 

（１）盛土材料は，その材質が盛土の形状・構造決定の要因となることから，できるだけ良質な

材料を選んで使用することが望ましい．しかし，盛土材料として好ましくない材料であって

も，施工方法や改良の工夫により有効に利用することについて検討する必要がある． 

（２）良質な盛土材料とは，敷均し，締固めの施工が容易で，締固め後のせん断強度が大きく，

圧縮性が少なく，雨水などの浸食に対して強く，吸水による膨張性の低い材料である．盛土

材料として適する材質であるかどうかの判断は，表－2.4.19 を目安とすることができる． 

 

表－2.4.19 盛土材料としての土質特性の一般的評価の目安 

分  類 路体材料 
路床材料・ 

裏込め材料 
備  考 

岩塊・玉石 △ × 破砕の程度によって使用区分を考える． 

礫｛G｝ ○ ○  

礫質土｛GF} ○ △ 有機質，火山灰質の細粒土を含む(GO，GV
等)材料の場合：△ 

砂｛S} ○ ○ 
粒径が均質な場合には降雨の作用により法

面崩壊・侵食を受けやすいため，法面付近

に用いる場合：△ 

砂質土｛SF} ○ ○ 有機質，火山灰質の細粒土を含む(SO，SV
等)材料の場合：△ 

シルト｛M} △ △  

粘性土｛C} △ △  

火山灰質粘性土｛V} △ △  

有機質土｛O} △ ×  

高有機質土｛Pt} △ ×  

○：ほぼ問題ないもの 

△：注意して用いるか，何らかの処理を必要とするもの 

×：用いられないもの 

（「道路土工 盛土工指針」１６）P.131）

 

2.4.4 盛土材料 

盛土材料は，切土による発生材料または土取場からの搬入材料について盛土材料としての材

質を事前に十分調査し，適用性を検討する必要がある． 

【解 説】 

（１）盛土材料は，その材質が盛土の形状・構造決定の要因となることから，できるだけ良質な

材料を選んで使用することが望ましい．しかし，盛土材料として好ましくない材料であって

も，施工方法や改良の工夫により有効に利用することについて検討する必要がある． 

（２）良質な盛土材料とは，敷均し，締固めの施工が容易で，締固め後のせん断強度が大きく，

圧縮性が少なく，雨水などの浸食に対して強く，吸水による膨張性の低い材料である．盛土

材料として適する材質であるかどうかの判断は，表－2.4.18 を目安とすることができる． 

 

表－2.4.18 盛土材料としての土質特性の一般的評価の目安 

分  類 路体材料 
路床材料・

裏込め材料
備  考 

岩塊・玉石 △ × 破砕の程度によって使用区分を考える． 

礫｛G｝ ○ ○  

礫質土｛GF} ○ △ 有機質，火山灰質の細粒土を含む(GO，GV
等)材料の場合：△ 

砂｛S} ○ ○ 
粒径が均質な場合には降雨の作用により法

面崩壊・侵食を受けやすいため，法面付近

に用いる場合：△ 

砂質土｛SF} ○ ○ 有機質，火山灰質の細粒土を含む(SO，SV
等)材料の場合：△ 

シルト｛M} △ △  

粘性土｛C} △ △  

火山灰質粘性土｛V} △ △  

有機質土｛O} △ ×  

高有機質土｛Pt} △ ×  

○：ほぼ問題ないもの 

△：注意して用いるか，何らかの処理を必要とするもの 

×：用いられないもの 

（「道路土工 盛土工指針」１６）P.131） 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

1.5.2 作 用 

U 型排水溝の性能照査で考慮する主な作用は，載荷重，自重，土圧（水平土圧），基礎反力

があり，U 型排水溝を設置する場所の諸条件および構造により適切に設定する必要がある． 

【解 説】 

（１）考慮すべき作用の詳細については，第１編 2.3「作用等｣を参照することができる． 

（２）地盤の沈下等による変位が想定される場合は，その影響について考慮する必要がある． 

（３）考慮すべき載荷重が，明らかに作用しない場合は，盛土など不特定の軽量物が載荷される

ことを仮定して，一般に群集荷重相当の q＝5kN/m2を載荷重としている．（「道路橋示方書 Ⅰ

共通編」７,８,９）P.11） 

（４）性能照査における作用の組み合せは，主たる作用が土圧である永続状態や主たる作用が載

荷重である変動状態を考慮する必要がある．側壁に作用する荷重の組合せの例を図－1.5.2 に

示す． 

 

 

 

 

 

 

図－1.5.2 側壁に作用する荷重の例 

 

1.5.3 性能照査 

（１）U 型排水溝の安全性等が確保されていることを確認するため，構造物および構造部材が

限界状態に達しないことを照査するものとする． 

（２）（１）における性能照査にあたっては，主たる作用が土圧である永続状態，主たる作用

が載荷重である変動状態において，部材に発生する応力度が，第１編 2.4「材料および許

容応力度」に規定する許容応力度以下であれば（１）を満足するとみなすことができる．

【解 説】 

（１）U 型排水溝の設計においては，側壁，底版等について検討する必要があり，各部材に生ず

る作用を適切に設定し，片持ばりや，両端固定ばり，門型ラーメン構造などの適切な方法に

より算出される断面力について照査する必要がある．なお，その照査にあたっては，「道路橋

示方書・同解説 Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編」９）を参考とすることができる．（「道路橋示方書・

同解説 Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編」９）P.159～164,206～209） 

1.5.2 作 用 

U 型排水溝の性能照査で考慮する主な作用は，載荷重，自重，土圧（水平土圧），基礎反力

があり，U 型排水溝を設置する場所の諸条件および構造により適切に設定する必要がある． 

【解 説】 

（１）考慮すべき作用の詳細については，第１編 2.3「作用等｣を参照することができる． 

（２）地盤の沈下等による変位が想定される場合は，その影響について考慮する必要がある． 

 

 

（３）性能照査における作用の組み合せは，主たる作用が土圧である永続状態や主たる作用が載

荷重である変動状態を考慮する必要がある．側壁に作用する荷重の組合せの例を図－1.5.2 に

示す． 

 

 

 

 

 

 

図－1.5.2 側壁に作用する荷重の例 

 

1.5.3 性能照査 

（１）U 型排水溝の安全性等が確保されていることを確認するため，構造物および構造部材が

限界状態に達しないことを照査するものとする． 

（２）（１）における性能照査にあたっては，主たる作用が土圧である永続状態，主たる作用

が載荷重である変動状態において，部材に発生する応力度が，第１編 2.4「材料および許

容応力度」に規定する許容応力度以下であれば（１）を満足するとみなすことができる． 

【解 説】 

（１）U 型排水溝の設計においては，側壁，底版等について検討する必要があり，各部材に生ず

る作用を適切に設定し，片持ばりや，両端固定ばり，門型ラーメン構造などの適切な方法に

より算出される断面力について照査する必要がある．なお，その照査にあたっては，「道路橋

示方書・同解説 Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編」９）を参考とすることができる．（「道路橋示方書・

同解説 Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編」９）P.159～164,206～209） 

 

 

 

 

 

 
群集荷重の表現は U 型排水溝に

限定されるものではないため

｢2.3.1.2-4（荷重の選択）その他

区域の構造物｣に記述． 

項目番号の修正． 
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現 行 改 訂 （案） 備 考 

【解 説】 

（１）共同溝の内空断面の設定にあたっては，将来にわたって収用すべき物件の種類・寸法・数

量をはじめ，維持管理のための通路，照明，排水施設等の直接共同溝に関係するものの寸法

について考慮するとともに，占用物件との離隔距離・分岐管・分岐溝の位置や構造等につい

ても配慮し，各占用者と協議のうえ決定する必要がある． 

なお，無線・照明・気象用ケーブルのみを収容すべき物件とする場合の共同溝の内空断面

は，一般に 1.5m（幅）× 2.0m（高さ）としている． 

通路内空断面は高さ 2.1m 以上，維持管理のための通路幅を 0.75m 以上とすることが望ま

しく，棚の奥行きおよび鉛直方向の間隔の決定にあたり，次の事項を考慮する必要がある．

（「共同溝設計指針」３８）P.7,8） 

１）棚の奥行きは，敷設される物件の数・太さ・配置方法に影響するので，棚の占用者と

協議する必要がある． 

２）棚の必要離隔距離は，ケーブル相互間（低圧・高圧・特別高圧および弱電と強電）の

離隔距離によるものとし，電気事業法に基づく「電気設備の技術基準とその解釈」３９）

を参考とすることができる．（「電気設備の技術基準とその解釈」３９）P.176,177） 

３）棚の奥行きと鉛直方向の間隔は，作業性を考慮して棚の奥行きが長い場合は鉛直方向

の間隔も大きくする必要がある． 

（２）共同溝に敷設される物件の構造は，落下荷重・火災・漏電・漏水等により，共同溝本体お

よび当該共同溝に敷設されている他の物件の構造または管理に支障を及ぼさないものとする

必要がある． 

（３）考慮すべき設計地震動や，求められる耐震性能の詳細については，「空港土木施設耐震設計

要領」２）を参照することができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解 説】 

（１）共同溝の内空断面の設定にあたっては，将来にわたって収用すべき物件の種類・寸法・数

量をはじめ，維持管理のための通路，照明，排水施設等の直接共同溝に関係するものの寸法

について考慮するとともに，占用物件との離隔距離・分岐管・分岐溝の位置や構造等につい

ても配慮し，各占用者と協議のうえ決定する必要がある． 

なお，無線・照明・気象用ケーブルのみを収容すべき物件とする場合の共同溝の内空断面

は，一般に 1.5m（幅）× 2.0m（高さ）としている． 

通路内空断面は高さ 2.1m 以上，維持管理のための通路幅を 0.75m 以上とすることが望まし

く，棚の奥行きおよび鉛直方向の間隔の決定にあたり，次の事項を考慮する必要がある．（「共

同溝設計指針」３８）P.7,8） 

１）棚の奥行きは，敷設される物件の数・太さ・配置方法に影響するので，棚の占用者と

協議する必要がある． 

２）棚の必要離隔距離は，ケーブル相互間（低圧・高圧・特別高圧および弱電と強電）の

離隔距離によるものとし，電気事業法に基づく「電気設備技術基準とその解釈」３９）を

参考とすることができる．（「電気設備技術基準とその解釈」３９）P.183～185） 

３）棚の奥行きと鉛直方向の間隔は，作業性を考慮して棚の奥行きが長い場合は鉛直方向

の間隔も大きくする必要がある． 

（２）共同溝に敷設される物件の構造は，落下荷重・火災・漏電・漏水等により，共同溝本体お

よび当該共同溝に敷設されている他の物件の構造または管理に支障を及ぼさないものとする

必要がある． 

（３）考慮すべき設計地震動や，求められる耐震性能の詳細については，「空港土木施設耐震設計

要領」２）を参照することができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考図書名の修正．参考図書の

改定によりページ数を変更． 
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7.3 性能照査 

（１）進入灯橋梁構造物の性能が確保されていることを確認するため，構造物および構造部材

が限界状態に達しないことを照査するものとする． 

（２）（１）の性能照査にあたっては，主たる作用が自重，土圧等である永続状態，主たる作

用が風荷重，波浪等である変動状態において，部材に発生する応力度が許容応力度以下で

あり，その他上部構造，下部構造の形式等に応じた必要な照査，および必要に応じて（３）

による照査，（４）による耐震性能の照査を行う場合は，（１）を満足するとみなすことが

できる． 

（３）上部構造，下部構造を考慮し，風による振動が問題となる場合は，必要な耐風性につい

ての照査を行うものとする． 

（４）（１）における耐震性能の照査は，主たる作用がレベル１地震動である変動状態，主た

る作用がレベル２地震動である偶発状態において，構造や基礎形式とその限界状態に応じ

て，適切な方法に基づいて行うものとする． 

【解 説】 

（１）たわみの許容値については航空灯火の性能等と密接に関連しているため，航空灯火担当者

と協議の上決定する必要がある． 

（２）進入灯橋梁構造物の許容応力度や耐力，性能照査の方法の詳細については，「道路橋示方書・

同解説」７,８,９）を参考とすることができる． 

（３）地震時を除き，進入灯橋梁の変形の許容値としては，「ICAO ANNEX 14 添付物 A」４９）

の進入灯の設置許容範囲を参考とすることができる．（「ICAO ANNEX 14 添付物 A」４９） 

添付 A-17，A-18，A-23） 

（４）たわみやすい構造物は，風によりその周囲に発生する渦による渦励振や構造物と共振し振

動が急激に大きくなる発散振動を起こすことがある．渦励振や発散振動が発現する可能性の

推定にあたっては，「道路橋耐風設計便覧」５０）における振動発現の推定結果表 表－7.3.1 を

参考とすることができる．振動発現の可能性が推定される場合は，風洞試験やシミュレーシ

ョン等の適切な方法を用いて耐風性を検討する必要がある．（「道路橋耐風設計便覧」５０）

P.287） 
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表－7.3.1 振動発現の推定結果 
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